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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フレーム内予測を行うモード指示を小ブロック単位で予測モード指示として生成するフ
レーム内予測制御器と、
　符号化画像を外部から受け取り保持する符号化画像保持器と、
　上記符号化画像に対して水平方向の予測画像を外部から入力して保持する水平予測画像
保持器と、
　上記符号化画像に対して垂直方向の予測画像を外部から入力して保持する垂直予測画像
保持器と、
　上記水平予測画像保持器及び上記垂直予測画像保持器に保持されている水平方向の予測
画像及び垂直方向の予測画像から、上記フレーム内予測制御器により生成された予測モー
ド指示に従った予測値を生成する予測値生成器と、
　上記フレーム内予測制御器により生成された予測モード指示に従って、上記予測値生成
器から受け取った予測値から選択して予測値を出力するセレクト演算器と、
　該セレクト演算器によりセレクト演算された予測値と上記符号化画像保持器に保持され
ている符号化画像との相関値を算出する相関器と、
　該相関器により算出された相関値を小ブロック単位で上記フレーム内予測制御器により
生成された予測モード指示で指示された予測モード毎に総和し小ブロック評価値として出
力する評価値演算器と、
　該評価値演算器から複数の予測モード毎の小ブロック評価値を受け取り、小ブロック評
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価値に応じて一つの小ブロックの予測モードを選択する小ブロックサイズ予測モード判定
器と、
　上記評価値演算器から複数の予測モード毎の小ブロック評価値を受け取り、複数の小ブ
ロックの同一予測モードの小ブロック評価値を総合して大ブロックサイズ評価値を生成し
、大ブロックサイズ評価値に応じて一つの大ブロックの予測モードを選択する大ブロック
サイズ予測モード判定器と、
　上記小ブロックサイズ予測モード判定器で選択された複数の小ブロックの予測モードと
小ブロック評価値を受け取り、上記大ブロックサイズ予測モード判定器で選択された一つ
の大ブロックの予測モードと大ブロック評価値を受け取り、複数の小ブロックの小ブロッ
ク評価値の総合値と大ブロック評価値を比較して、符号化画像のフレーム内予測結果とし
て複数の小ブロック予測とするか、一つの大ブロック予測とするかを選択するブロックサ
イズ予測モード判定器とを備えた動画像符号化装置。
【請求項２】
　上記小ブロックサイズ予測モード判定器は小ブロックの予測モードを選択する際に小ブ
ロック評価値に対して外部から入力されたオフセットを加味して選択し、
　上記大ブロックサイズ予測モード判定器は大ブロックの予測モードを選択する際に大ブ
ロック評価値に対して外部から入力されたオフセットを加味して選択し、
　上記ブロックサイズ予測モード判定器は符号化画像のフレーム内予測結果として複数の
小ブロック予測とするか一つの大ブロック予測とするかを選択する際に小ブロック評価値
の総合値又は大ブロック評価値に対して外部から入力されたオフセットを加味して選択す
ることを特徴とする請求項１記載の動画像符号化装置。
【請求項３】
　小ブロックの予測モードと小ブロック評価値を入力し保持し出力する小ブロックサイズ
予測モード保持器を備え、
　上記小ブロックサイズ予測モード判定器は、小ブロックの予測モードを選択する際に、
上記小ブロックサイズ予測モード保持器から入力した隣接する小ブロックの予測モードと
同じ予測モードが選ばれやすいように重み付けを行って選択することを特徴とする請求項
１または請求項２記載の動画像符号化装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明はフレーム内予測処理を行う動画像符号化装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　デジタル動画像の情報圧縮を目的とする動画像符号化は、膨大なデジタル動画像データ
を狭帯域の通信回線で伝送するための必要性から発展を開始し、現在ではＭＰＥＧ（Movi
ng Picture Experts Group）を初め種々の動画像の符号化方法が提案されている。動画像
符号化では、予測・変換処理を行った後、量子化レベルの縮退等を行って動画像信号に含
まれる時間的・空間的な冗長度を除去し、生成された符号化情報の長さをできるだけ短く
するためにエントロピー符号化を行って圧縮する。
【０００３】
　ここで、動画像の予測を行う際に、一般に、動画像信号には空間方向・時間方向とも近
傍画素間に高い相関がある。すなわち、画素間で予測を行うことにより符号化すべき情報
量を削減することができる。予測には符号化済の画像を用いて時間方向の予測を行うフレ
ーム間予測と、同一画像上の近傍画素を用いて予測を行うフレーム内予測がある。
【０００４】
　フレーム内予測処理として、ＭＰＥＧ－２／４では周波数領域上で予測を行い符号量の
削減を図っているが、ＡＶＣ（Advanced Video Coding）／Ｈ．２６４では空間領域上で
の予測を行い符号量の削減を図っている。ＭＰＥＧ－２／４で採用されている周波数領域
上での予測は、少ない演算量で処理ができるように構成されている。一方、ＡＶＣ／Ｈ．
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２６４で採用されている空間領域上での予測は、多くの演算量を必要とするが、さまざま
な手法を採用しているため高い予測効率を得ることができる。
【０００５】
　ＡＶＣ／Ｈ．２６４では、１６×１６画素のマクロブロックに対して、輝度信号は２種
類の１６×１６予測方式及び４×４予測方式が定められており、それぞれの予測方式に対
し、１６×１６予測方式では、縦予測、横予測、ＤＣ予測及びＰｌａｎｅ予測の４つの予
測モードが設けられており、４×４予測方式では、縦予測、横予測、ＤＣ予測、右４５度
予測、左４５度予測、左２２．５度予測、左６７．５度予測、右２２．５度予測及び左１
１２．５度予測の９つの予測モードが設けられている。
【０００６】
　ＡＶＣ／Ｈ．２６４のフレーム内予測で使用される予測画像は、符号化画像の上、左上
、右上の最下辺の画素、左の最右辺の画素であり、予測モードに応じて縦、横、斜め、加
算平均等の予測値を生成しフレーム内予測を行う。このようなフレーム内予測に対し、予
測方式や予測モードに応じた予測器を設けたのでは、多くの演算量やハードウェア規模が
必要とされ、装置の小型化や低消費電力化が難しい。そこで、例えば、特許文献１では、
４×４予測方式の各モードに対して重複される演算を共有化することで、演算量／ハード
ウェアを節約する構成が提案されている。
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－１９８３１０号公報（要約　解決手段）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従来の動画像符号化装置は以上のように構成され、ＡＶＣ／Ｈ．２６４のフレーム内予
測を実現するには、多くの演算量を必要とし小型化や低消費電力化が難しいという課題が
あった。
【０００９】
　この発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、４×４予測方式の各モ
ードの演算を全て共有化することにより、小型化や低消費電力化を実現することができる
動画像符号化装置を得ることを目的とする。
　また、４×４予測方式の各モードの演算を全て共有化することに加えて、さらに、１６
×１６予測方式についても専用演算を必要としない構成とすることにより、小型化や低消
費電力化を実現することができる動画像符号化装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明に係る動画像符号化装置は、フレーム内予測を行うモード指示を小ブロック単
位で予測モード指示として生成するフレーム内予測制御器と、符号化画像を外部から受け
取り保持する符号化画像保持器と、上記符号化画像に対して水平方向の予測画像を外部か
ら入力して保持する水平予測画像保持器と、上記符号化画像に対して垂直方向の予測画像
を外部から入力して保持する垂直予測画像保持器と、上記水平予測画像保持器及び上記垂
直予測画像保持器に保持されている水平方向の予測画像及び垂直方向の予測画像から、上
記フレーム内予測制御器により生成された予測モード指示に従った予測値を生成する予測
値生成器と、上記フレーム内予測制御器により生成された予測モード指示に従って、上記
予測値生成器から受け取った予測値から選択して予測値を出力するセレクト演算器と、該
セレクト演算器によりセレクト演算された予測値と上記符号化画像保持器に保持されてい
る符号化画像との相関値を算出する相関器と、該相関器により算出された相関値を小ブロ
ック単位で上記フレーム内予測制御器により生成された予測モード指示で指示された予測
モード毎に総和し小ブロック評価値として出力する評価値演算器と、該評価値演算器から
複数の予測モード毎の小ブロック評価値を受け取り、小ブロック評価値に応じて一つの小
ブロックの予測モードを選択する小ブロックサイズ予測モード判定器と、上記評価値演算
器から複数の予測モード毎の小ブロック評価値を受け取り、複数の小ブロックの同一予測
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モードの小ブロック評価値を総合して大ブロックサイズ評価値を生成し、大ブロックサイ
ズ評価値に応じて一つの大ブロックの予測モードを選択する大ブロックサイズ予測モード
判定器と、上記小ブロックサイズ予測モード判定器で選択された複数の小ブロックの予測
モードと小ブロック評価値を受け取り、上記大ブロックサイズ予測モード判定器で選択さ
れた一つの大ブロックの予測モードと大ブロック評価値を受け取り、複数の小ブロックの
小ブロック評価値の総合値と大ブロック評価値を比較して、符号化画像のフレーム内予測
結果として複数の小ブロック予測とするか、一つの大ブロック予測とするかを選択するブ
ロックサイズ予測モード判定器とを備えたものである。
【発明の効果】
【００１１】
　この発明により、４×４予測方式の各モードの演算を全て共有化し、小型化や低消費電
力化を実現することができるという効果が得られる。
　また、大ブロックの大ブロック評価値の生成に小ブロックの小ブロック評価値を用いる
ことで、大ブロック用の相関器等の演算器を持つ必要が無いため、小型化と低消費電力化
を実現することができるという効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
実施の形態１．
　図１はこの発明の実施の形態１による動画像符号化装置の構成を示すブロック図である
。この動画像符号化装置は、フレーム内予測制御器１１、符号化画像保持器１２、水平予
測画像保持器１３、垂直予測画像保持器１４、予測値生成器１５、シフト演算器１６、相
関器１７及び評価演算器１８を備えている。
【００１３】
　図１において、フレーム内予測制御器１１はフレーム内予測を行うモード指示を小ブロ
ック単位で予測モード指示として生成して出力する。すなわち、フレーム内予測制御器１
１は小ブロック単位で４×４予測方式の９つの予測モードの予測モード指示を順次生成し
て出力する。符号化画像保持器１２は符号化画像を外部から受け取り保持して出力する。
水平予測画像保持器１３は符号化画像に対して水平方向の予測画像を外部から受け取り保
持して出力し、垂直予測画像保持器１４は符号化画像に対して垂直方向の予測画像を外部
から受け取り保持して出力する。
【００１４】
　予測値生成器１５は、フレーム内予測制御器１１から予測モード指示を受け取り、水平
予測画像保持器１３から水平方向の予測画像を受け取り、垂直予測画像保持器１４から垂
直方向の予測画像を受け取り、予測モード指示に従った予測値を、水平方向の予測画像と
垂直方向の予測画像から生成して出力する。ここで、ＡＶＣ／Ｈ．２６４では、水平予測
画像保持器１３から出力される水平方向の予測画像は最大７画素であり、垂直予測画像保
持器１４から出力される垂直方向の予測画像は最大４画素であり、予測値生成器１５から
出力される予測値は最大１０画素である。シフト演算器１６は、フレーム内予測制御器１
１から予測モード指示を受け取り、予測モード指示に従って予測値生成器１５から受け取
った予測値をシフト演算して出力する。

【００１５】
　相関器１７は、シフト演算器１６から受け取るシフト演算された予測値と、符号化画像
保持器１２から受け取る符号化画像との画素単位の相関値、例えば画素単位の絶対差分値
や差分２乗値等を算出して出力し、評価演算器１８は、フレーム内予測制御器１１から予
測モード指示を受け取り、一つ又は複数の相関器１７から受け取った画素単位の相関値を
、小ブロック単位で予測モード毎に総和して、１つの予測モードに対する小ブロック評価
値として演算して出力する。
【００１６】
　次に動作について説明する。
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　図２は４×４予測において上側４画素を使用して縦方向の予測を行う予測モードの一例
を示す図である。１１１は４×４画素の符号化画像、１１２は水平方向の予測画像、１１
２ａは縦方向の予測を行う予測モード時に使用する水平４画素、１１３は垂直方向の予測
画像、１１４の矢印は予測値である。
【００１７】
　まず、符号化画像１１１が符号化画像保持器１２に、符号化画像の上側に位置する水平
方向の予測画像１１２が水平予測画像保持器１３に、符号化画像の左側と左上側に位置す
る垂直方向の予測画像１１３が垂直予測画像保持器１４に入力される。水平予測画像保持
器１３と垂直予測画像保持器１４はそれぞれ保持した予測画像を予測値生成器１５に出力
する。
【００１８】
　一方、フレーム内予測制御器１１は１つの符号化画像１１１に対し、４×４予測の９つ
の予測モードを順番に切り換えて出力していくが、まず図２で示した縦方向の予測を行う
予測モード指示を出力したとする。予測モード指示を受け取った予測値生成器１５は予測
モード指示に従った予測値１１４を生成するが、図２の例では垂直方向の予測画像１１３
を使用せずに、水平方向の予測画像１１２のうち水平４画素１１２ａをそのまま予測値１
１４としてシフト演算器１６に出力する。なお、予測値生成器１５による予測値の生成方
法は、予測モード指示により一意に決められており、予測モード指示が与えられれば、水
平方向の予測画像と垂直方向の予測画像から予測値を生成することができる。
【００１９】
　予測値１１４を受け取ったシフト演算器１６は、予測モード指示に従って予測値１１４
をシフトし相関器１７に出力するが、この予測モード指示では、まずは入力された水平４
画素１１２ａをそのまま予測値１１４として相関器１７に出力する。なお、シフト演算器
１６によるシフト演算方法は、予測モード指示により一意に決められており、予測モード
指示が与えられれば、予測値をシフト演算することができる。また、符号化画像保持器１
２に保持された４×４画素の符号化画像１１１の上辺の４画素が相関器１７へ出力される
。予測値１１４と符号化画像１１１の上辺の４画素分が４つの相関器１７にそれぞれ１画
素ずつ入力され、例えば、差分絶対値や差分２乗値等の相関値が計算され評価値演算器１
８に出力される。
【００２０】
　評価値演算器１８は入力された４画素分の相関値を例えば加算等して総和し評価値を算
出する。そして、符号化画像保持器１２から次の水平４画素、すなわち上から２行目の４
画素が相関器１７に入力されると共に、シフト演算器１６からその符号化画像の画素位置
に対応した予測値１１４が出力されるが、図２の例では単純な縦方向の予測なのでそのま
まシフト演算されずに出力される。そして符号化画像１１１の２行目の４画素分の相関値
が相関器１７によって算出され、評価値演算器１８は先ほどの評価値にさらにこの４画素
分の相関値を加算する等して評価値を算出する。
【００２１】
　このように順次、符号化画像保持器１２から４画素分の画像が出力され、シフト演算器
１６から出力されたその符号化画像位置に対応した予測値１１４との例えば差分絶対値や
差分２乗値といった相関値が相関器１７によって、その総合値が小ブロック評価値として
評価値演算器１８によって演算され、４×４画素の符号化画像のある一つの予測モード指
示の小ブロック評価値が生成され出力される。
【００２２】
　図３は４×４予測方式において上側２画素と左上１画素と左側４画素を用いて右斜め方
向に予測を行う左６７．５度予測モードの一例を示す図である。図３において、１２１は
４×４画素の符号化画像、１２２は水平方向／垂直方向の予測画像、１２３の矢印は予測
値、１２３ａは符号化画像１２１の１行目に対応する予測値、１２３ｂは符号化画像１２
１の２行目に対応する予測値、１２３ｃは符号化画像１２１の３行目に対応する予測値、
１２３ｄは符号化画像１１１の４行目に対応する予測値を示している。
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【００２３】
　フレーム内予測制御器１１は、４×４予測方式の９つある予測モードに対して、図３に
示すような右斜め方向の左６７．５度予測モード指示を出力したとする。
　右斜め方向の左６７．５度予測モード指示を受けた予測値生成器１５は、｛左側４画素
目＋左側３画素目｝／２、左側３画素目、｛左側３画素目＋左側２画素目｝／２、左側２
画素目、｛左側２画素目＋左側１画素目｝／２、左側１画素目、｛左上画素＋左側１画素
目｝／２、左上画素、上側１画素目、上側２画素目からなる１０画素分の予測値１２３を
生成してシフト演算器１６へ出力する。
【００２４】
　そして、まず符号化画像１２１の１行目の４画素が相関器１７に入力されると共に、シ
フト演算器１６は入力された予測値１２３から符号化画像１２１の１行目に対応する｛左
上画素＋左側１画素目｝／２、左上画素、上側１画素目、上側２画素目の４画素からなる
予測値１２３ａを相関器１７に出力する。相関器１７は予測値１２３ａと符号化画像１２
１の１行目の４画素との差分絶対値や差分２乗値といった４画素分の相関値を算出し、評
価値演算器１８は、入力された４画素分の相関値を、例えば加算等して総合し評価値を算
出する。
【００２５】
　次に符号化画像１２１の２行目の４画素が相関器１７に入力されると共にに、シフト演
算器１６は符号化画像１２１の２行目に対応する｛左側２画素目＋左側１画素目｝／２、
左側１画素目、｛左上画素＋左側１画素目｝／２、左上画素の４画素からなる予測値１２
３ｂを相関器１７に出力する。このとき、シフト演算器１６は、予測値生成器１５で生成
され１０画素分の予測値１２３を、２ビット右シフトすることで生成する。
【００２６】
　また、シフト演算器１６は、符号化画像１２１の３行目に対応するために、さらに２ビ
ット右シフトして、｛左側３画素目＋左側２画素目｝／２、左側２画素目、｛左側２画素
目＋左側１画素目｝／２、左側１画素目の４画素からなる予測値１２３ｃを出力し、符号
化画像１２１の４行目に対応するために、さらに２ビットシフトして｛左側４画素目＋左
側３画素目｝／２、左側３画素目、｛左側３画素目＋左側２画素目｝／２、左側２画素目
の４画素からなる予測値１２３ｄを出力する。
【００２７】
　このように、シフト演算器１６が予測値生成器１５で生成された予測値１２３を符号化
画像１２１の画素位置に対応するように順次シフトしていくことで、この予測モード指示
に対する予測値１２３と符号化画像１２１との相関値とその評価値を得ることができる。
【００２８】
　フレーム内予測制御器１１が９つの予測モード指示を順次出力し、各演算器が以上のよ
うな演算していくことで、評価値演算器１８は９つの予測モード指示の小ブロック評価値
を算出し出力する。
【００２９】
　以上のように、この実施の形態１によれば、予測モード指示に対応して予測値を生成す
る予測値成器１５と、生成した予測値を符号化画像の画素位置に対応してシフト演算する
シフト演算器１６とを備えることにより、小ブロック評価値の演算器が共有化できるため
、小型化と低消費電力化を実現することができるという効果が得られる。
【００３０】
実施の形態２．
　図４はこの発明の実施の形態２による動画像符号化装置の構成を示すブロック図である
。この動画像符号化装置は、上記実施の形態１の図１に示す動画像符号化装置に、小ブロ
ックサイズ予測モード判定器２１、大ブロックサイズ予測モード判定器２２及びブロック
サイズ予測モード判定器２３を追加したもので、その他の構成は図１に示す構成と同じで
ある。
【００３１】
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　図４において、小ブロックサイズ予測モード判定器２１は、評価値演算器１８から複数
の予測モード毎の小ブロック評価値を受け取り、小ブロック評価値に応じて一つの小ブロ
ックの予測モードを選択する。大ブロックサイズ予測モード判定器２２は、評価値演算器
１８から複数の予測モード毎の小ブロック評価値を受け取り、複数の小ブロックの同一予
測モードの小ブロック評価値を総合して大ブロックサイズ評価値を生成し、大ブロックサ
イズ評価値に応じて一つの大ブロックの予測モードを選択する。
【００３２】
　ブロックサイズ予測モード判定器２３は、小ブロックサイズ予測モード判定器２１で選
択された複数の小ブロックの予測モードと小ブロック評価値を受け取り、大ブロックサイ
ズ予測モード判定器２２で選択された一つの大ブロックの予測モードと大ブロック評価値
を受け取り、複数の小ブロックの小ブロック評価値の総合値と一つの大ブロック評価値を
比較して、符号化画像のフレーム内予測結果として、複数の小ブロック予測とするか一つ
の大ブロック予測とするかを選択する。
【００３３】
　次に動作について説明する。
　図５は１６×１６画素のマクロブロックに対する１６×１６予測方式の符号化画像の大
ブロックと１６個にブロック分割された４×４予測方式の符号化画像の小ブロックを示す
図であり、図５において、１３１が１６×１６画素の大ブロック、１３２が４×４画素の
小ブロックである。
【００３４】
　ＡＶＣ／Ｈ．２６４では、１つの１６×１６マクロブロックに対し、１つの予測モード
を持った１６×１６予測方式を１個用いるか、１つの予測モードを持った４×４予測方式
を１６個用いるかを選択できる。そこで、上記実施の形態１で得られた４×４予測方式の
各予測モードの小ブロック評価値は、小ブロックサイズ予測モード判定器２１に入力され
、小ブロックサイズ予測モード判定器２１は、入力された小ブロック評価値に応じ、例え
ば最も小ブロック評価値の小さい予測モードを４×４予測方式の予測モードとして選択す
る。この予測モードの選択は１６個の４×４画素ブロックに対して行われる。
【００３５】
　また、４×４予測方式のいくつかの予測モードが１６×１６予測方式の予測モードと共
通であることを利用し、予測モードが共通な縦予測、横予測及びＤＣ予測の４×４予測方
式の小ブロック評価値が大ブロックサイズ予測モード判定器２２に入力され、大ブロック
サイズ予測モード判定器２２は、複数の小ブロックの同一予測モードの小ブロック評価値
を例えば１６個加算する等して総合し、大ブロック評価値を生成する。そして生成された
予測モードの大ブロック評価値に応じ、例えば最も大ブロック評価値が小さい予測モード
を１６×１６予測方式の予測モードとして選択する。
【００３６】
　こうして得られた１６個の４×４予測方式の予測モードの小ブロック評価値と１個の１
６×１６予測方式の予測モードの大ブロック評価値は、ブロックサイズ予測モード判定器
２３に入力され、ブロックサイズ予測モード判定器２３は、１６個の４×４予測方式の予
測モードの小ブロック評価値を例えば加算する等した総合値と、１個の１６×１６予測方
式の予測モードの大ブロック評価値を比較し、小さい方の予測方式と予測モードをマクロ
ブロックのフレーム内予測結果として出力する。
【００３７】
　以上のように、この実施の形態２によれば、大ブロックの大ブロック評価値の生成に小
ブロックの小ブロック評価値を用いることで、大ブロック用の相関器等の演算器を持つ必
要が無いため、小型化と低消費電力化を実現することができるという効果が得られる。
【００３８】
実施の形態３．
　図６はこの発明の実施の形態３による動画像符号化装置の構成を示すブロック図であり
、上記実施の形態２の図４に示す小ブロックサイズ予測モード判定器２１、大ブロックサ
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イズ予測モード判定器２２及びブロックサイズ予測モード判定器２３に、それぞれ外部か
らオフセットを入力するようにしたもので、その他の構成は図４と同じである。
　上記実施の形態２では、小ブロックサイズ予測モード判定、大ブロックサイズ予測モー
ド判定、ブロックサイズ予測モード判定において、各評価値の比較のみで判定を行ってい
るが、この実施の形態３は、各判定において、外部から入力されたオフセットを加味して
判定を行うものである。
【００３９】
　図６において、小ブロックサイズ予測モード判定器２１は、小ブロックの予測モードを
選択する際に、小ブロック評価値に対して外部から入力されたオフセットを加味して選択
する。大ブロックサイズ予測モード判定器２２は、大ブロックの予測モードを選択する際
に、大ブロック評価値に対して外部から入力されたオフセットを加味して選択する。ブロ
ックサイズ予測モード判定器２３は、符号化画像のフレーム内予測結果として複数の小ブ
ロック予測とするか一つの大ブロック予測とするかを選択する際に、小ブロック評価値の
総合値又は大ブロック評価値に対して、外部から入力されたオフセットを加味して選択す
る。
【００４０】
　次に動作について説明する。
　上記で説明したように、１つの１６×１６画素のマクロブロックでは１６個の４×４予
測方式を用いることができるが、１６個の予測モードのばらつきによっては予測モードの
符号量が多くなる。そこで、４×４予測方式の各予測モードの小ブロック評価値が入力さ
れた小ブロックサイズ予測モード判定器２１は、各予測モードに対し入力されたオフセッ
ト加味して、例えば、最も小ブロック評価値の小さい予測モードを４×４予測方式の予測
モードとして選択する。
【００４１】
　大ブロックサイズ予測モード判定器２２は同一予測モードの小ブロック評価値を１６個
加算し大ブロック評価値として生成し、入力されたオフセットを加味して、大ブロック評
価値の例えば最も小さい予測モードを１６×１６予測方式の予測モードとして選択する。
ブロックサイズ予測モード判定器２３は１６個の４×４予測方式の予測モードの小ブロッ
ク評価値の総合値と１個の大ブロックサイズ評価値に対しオフセットを加味して比較し、
例えば小さい方の予測方式と予測モードをマクロブロックのフレーム内予測結果として出
力する。
【００４２】
　一般的に符号化画像と予測値の相関が高ければ高いほど予測効率が高く、予測効率が高
ければそれだけ情報量を少なくすることが可能であるが、数学上情報量が少なくできても
主観的に画質が落ちることがある。そこで、この実施の形態３では情報量の削減と高画質
化のトレードオフにオフセットを使用する。例えば、符号化画像の複雑度によってオフセ
ットを設定し、のっぺりとした空のような画像は符号化画像に対する周辺の画像の相関が
高いので小ブロックでも情報量は削減できるが、大ブロックの方が画質が良い場合、大ブ
ロックの方が選択されるようにオフセットを加味する。
【００４３】
　以上のように、この実施の形態３によれば、上記実施の形態２と同様の効果が得られる
と共に、各予測モードの選択において、外部から入力されたオフセットを加味することで
、予測モードの選択結果を制御できるようになるため、予測モードのばらつきを抑え符号
量の削減を行うことができるという効果が得られる。
【００４４】
実施の形態４．
　図７はこの発明の実施の形態４による動画像符号化装置の構成を示すブロック図である
。図７に示す動画像符号化装置は、上記実施の形態３の図６に示す動画像符号化装置の小
ブロックサイズ予測モード判定器２１を小ブロックサイズ予測モード判定器３２に置き換
え、小ブロックサイズ予測モード保持器３１を追加したものであり、その他の構成は図６



(9) JP 4571069 B2 2010.10.27

10

20

30

40

50

に示す構成と同じである。上記実施の形態３では、小ブロックサイズの予測モード判定に
おいて、予測モード毎に小ブロック評価値を比較しているが、この実施の形態４は隣接す
る小ブロックの予測モードを考慮した予測モード判定を行うものである。
【００４５】
　図７において、小ブロックサイズ予測モード保持器３１は小ブロックの予測モードと小
ブロック評価値を入力し保持し出力する。小ブロックサイズ予測モード判定器３２は、小
ブロックの予測モードを選択する際に、小ブロックサイズ予測モード保持器３１から入力
された隣接する小ブロックの予測モードと同じ予測モードが選ばれやすいように、評価値
演算器１８から入力された予測モード毎の小ブロック評価値に対して重み付けを行って予
測モードを選択する。
【００４６】
　次に動作について説明する。
　上記実施の形態３で説明したように、１６個の予測モードのばらつきを抑えることで符
号量の削減をすることができる。そこで、小ブロックサイズ予測モード判定器３２で得ら
れた予測モードを小ブロックサイズ予測モード保持器３１に保持し、次の４×４ブロック
に対する予測モード判定をするときに使用するために、保持している予測モードを小ブロ
ックサイズ予測モード判定器３２に出力する。
【００４７】
　小ブロックサイズ予測モード判定器３２は評価値演算器１８から入力された各予測モー
ドの小ブロック評価値のうち最も小ブロック評価値が小さい予測モードを４×４予測方式
の予測モードとして選択するが、このとき、先に予測モードが決定された隣接する４×４
ブロックの予測モードと同じ予測モードが選ばれやすいように重み付けを行って、予測モ
ードを選択する。
【００４８】
　この実施の形態４では、上記実施の形態３の図６に示す動画像符号化装置の小ブロック
サイズ予測モード判定器２１を小ブロックサイズ予測モード判定器３２に置き換え、小ブ
ロックサイズ予測モード保持器３１を追加しているが、上記実施の形態２の図４に示す動
画像符号化装置の小ブロックサイズ予測モード判定器２１を小ブロックサイズ予測モード
判定器３２に置き換え、小ブロックサイズ予測モード保持器３１を追加しても良い。
【００４９】
　以上のように、この実施の形態４によれば、上記実施の形態３と同様の効果が得られる
と共に、４×４予測方式の予測モード判定において、隣接する４×４ブロックの予測モー
ドを参照することで、予測モードのばらつきを抑え符号量の削減を行うことができるとい
う効果が得られる。
【００５０】
実施の形態５．
　図８はこの発明の実施の形態５による動画像符号化装置の構成を示すブロック図である
。図８に示す動画像符号化装置は、上記実施の形態４の図７に示す動画像符号装置のシフ
ト演算器１６をセレクト演算器４１に置き換えたものであり、その他の構成は図７に示す
構成と同じである。図８において、セレクト演算器４１は予測値生成器１５から予測値を
受け取り符号化画像の画素位置に対応した予測値を選択する。
【００５１】
　次に動作について説明する。
　上記実施の形態１の図３に示すような右斜め方向に予測を行う予測モード時に、セレク
ト演算器４１には予測値生成器１５から｛左側４画素目＋左側３画素目｝／２、左側３画
素目、｛左側３画素目＋左側２画素目｝／２、左側２画素目、｛左側２画素目＋左側１画
素目｝／２、左側１画素目、｛左上画素＋左側１画素目｝／２、左上画素、上側１画素目
、上側２画素目からなる１０画素分の予測値１２３が入力される。
【００５２】
　セレクト演算器４１は、入力された予測値１２３から、符号化画像の行に対応して順次
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らなる予測値１２３ａ、｛左側２画素目＋左側１画素目｝／２、左側１画素目、｛左上画
素＋左側１画素目｝／２、左上画素の４画素からなる予測値１２３ｂ、｛左側３画素目＋
左側２画素目｝／２、左側２画素目、｛左側２画素目＋左側１画素目｝／２、左側１画素
目の４画素からなる予測値１２３ｃ、｛左側４画素目＋左側３画素目｝／２、左側３画素
目、｛左側３画素目＋左側２画素目｝／２、左側２画素目の４画素からなる予測値１２３
ｄを選択して相関器１７へ出力する。
　その他の処理は上記実施の形態１及び上記実施の形態４と同様である。
【００５３】
　なお、この実施の形態５では、上記実施の形態４の図７に示す動画像符号装置のシフト
演算器１６をセレクト演算器４１に置き換えているが、上記実施の形態１の図１、上記実
施の形態２の図４、上記実施の形態３の図６に示す動画像符号装置のシフト演算器１６を
セレクト演算器４１に置き換えても良い。
【００５４】
　以上のように、この実施の形態５によれば、予測モードに対応して予測値を選択するセ
レクト演算器４１を備えることにより、上記実施の形態４と同様の効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】この発明の実施の形態１による動画像符号化装置の構成を示すブロック図である
。
【図２】この発明の実施の形態１による動画像符号化装置の４×４予測方式において縦方
向の予測を行う予測モードの一例を示す図である。
【図３】この発明の実施の形態１による動画像符号化装置の４×４予測方式において右斜
め方向に予測を行う予測モードの一例を示す図である。
【図４】この発明の実施の形態２による動画像符号化装置の構成を示すブロック図である
。
【図５】この発明の実施の形態２による動画像符号化装置において１６×１６予測方式の
符号化画像の大ブロックと１６個にブロック分割された４×４予測方式の符号化画像の小
ブロックを示す図である。
【図６】この発明の実施の形態３による動画像符号化装置の構成を示すブロック図である
。
【図７】この発明の実施の形態４による動画像符号化装置の構成を示すブロック図である
。
【図８】この発明の実施の形態５による動画像符号化装置の構成を示すブロック図である
。
【符号の説明】
【００５６】
　１１　フレーム内予測制御器、１２　符号化画像保持器、１３　水平予測画像保持器、
１４　垂直予測画像保持器、１５　予測値生成器、１６　シフト演算器、１７　相関器、
１８　評価演算器、２１　小ブロックサイズ予測モード判定器、２２　大ブロックサイズ
予測モード判定器、２３　ブロックサイズ予測モード判定器、３１　小ブロックサイズ予
測モード保持器、３２　小ブロックサイズ予測モード判定器、４１　セレクト演算器、
１１１　符号化画像、１１２　水平方向の予測画像、１１２ａ　縦方向の予測を行う予測
モード時に使用する水平４画素、１１３　垂直方向の予測画像、１１４　予測値、１２１
　符号化画像、１２２　水平方向／垂直方向の予測画像、１２３，１２３ａ，１２３ｂ，
１２３ｃ，１２３ｄ　予測値。



(11) JP 4571069 B2 2010.10.27

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(12) JP 4571069 B2 2010.10.27

【図６】 【図７】

【図８】



(13) JP 4571069 B2 2010.10.27

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００５－１９８３１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１９９１１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０１－０８０１８６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００５－５３２７６８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　７／１２
              Ｈ０４Ｎ　　７／２６－　７／３２


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

